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(57)【要約】
【課題】水素による疲労寿命低下を効果的かつ経済的に
防止できる転がり軸受の提供。
【解決手段】転動体20と当該転動体20が転動する軌道輪
10,10とを有する転がり軸受100であって、前記転動体20
または軌道輪10,10の少なくとも１つを、浸炭あるいは
浸炭窒化によって表面の窒素と炭素との合計濃度が１．
０質量％以上であり、かつ表面の残留オーステナイト量
が４５～７０体積％であり、かつ表面硬さがＨｖ６００
以上の鋼材から構成する。これによって、水素含有量が
多い環境下であっても、水素による疲労寿命低下を効果
的に防止することができると共に、材料コストも低く抑
えることが可能となり、経済的である。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  転動体と当該転動体が転動する軌道輪とを有する転がり軸受であって、
　前記転動体または軌道輪の少なくとも１つが、
　浸炭あるいは浸炭窒化によって表面の窒素と炭素との合計濃度が１．０質量％以上であ
り、かつ表面の残留オーステナイト量が４５～７０体積％であり、かつ表面硬さがＨｖ６
００以上の鋼材からなることを特徴とする転がり軸受。
【請求項２】
　前記転動体または軌道輪の少なくとも１つが、
  Ｃ：０．２～０．５質量％、Ｓｉ：０．２～１．０質量％、Ｍｎ：０．３～２．０質量
％、Ｃｒ：０．２～１．２質量％、Ｎｉ：３．５質量％以下、Ｍｏ：１．０質量％以下、
Ｏ：０．００１５質量％以下、および不可避的不純物を含む鋼材からなることを特徴とす
る請求項１の転がり軸受。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車、農業機械、建設機械、鉄鋼機械、直動装置などの軸受として適用さ
れる転がり軸受に係り、特に、潤滑油やグリースが分解するような過酷な環境下で使用さ
れる転がり軸受に関する。
【背景技術】
【０００２】
  一般に、係る転がり軸受の転動疲労は、鋼中の介在物や軌道面の表面に発生した圧痕を
起点として生じる場合が多いが、潤滑油やグリースなどから発生した水素が鋼中に侵入す
ることによって鋼の疲労強度を低下させ、転がり軸受の転動疲労寿命を著しく短くしてし
まうことが知られている。
　例えば、自動車のベルトＣＶＴ用、トロイダルＣＶＴ用あるいは電装補機用の軸受など
のように使用条件が厳しい環境下では、潤滑油やグリースが分解したり、潤滑油中やグリ
ース中の水分が分解したりすることによって水素が発生し、これが鋼中に侵入することに
よって転がり軸受の寿命が著しく短くなる場合がある。また、自動車の車輪支持用転がり
軸受あるいは鉄鋼設備用転がり軸受などのように使用に際して大量の水がかかり、潤滑油
中やグリース中の水分量が増加する環境下や、水素ガスコンプレッサ用の転がり軸受など
では多くの水素が発生する環境下では、その現象がより顕著に現れる。
【０００３】
　そのため、例えば以下の特許文献１では、軸受材料にチタンを含む鋼を用い、鋼中のチ
タンの炭化物あるいは炭窒化物が水素をトラップ（捕捉）することによって水素による疲
労寿命低下を抑制するようにした技術が開示されている。
  また、以下の特許文献２には、軸受材料にクロムを１１～１７質量％含む鋼を用い、鋼
表面に不働体膜を形成させて水素侵入を防ぐことによって水素による疲労寿命低下を抑制
するようにした技術が開示されている。
【特許文献１】特開平１１－２０１１６８号公報
【特許文献２】特開２０００－３３７３８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記特許文献１に示すような技術では、水素発生量が微量であれば、鋼中の
チタンの炭化物あるいは炭窒化物によって鋼中の水素をトラップして無害化することがで
きるが、水素発生量が多くなるとトラップしきれなくなり、水素による疲労寿命の低下を
充分に抑制できない。
　一方、前記特許文献２に示すような技術では、軸受材料にクロムを多く含む鋼を用いて
いることから、鋼材のコストアップが生じてしまうといった問題がある。
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　そこで、本発明は前記のような従来技術が有する問題点を解決するために案出されたも
のであり、その目的は、水素による疲労寿命低下を効果的かつ経済的に防止することがで
きる新規な転がり軸受を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記課題解決するために第１の発明は、
  転動体と当該転動体が転動する軌道輪とを有する転がり軸受であって、前記転動体また
は軌道輪の少なくとも１つが、浸炭あるいは浸炭窒化によって表面の窒素と炭素との合計
濃度が１．０質量（ｍａｓｓ）％以上であり、かつ表面の残留オーステナイト量が４５～
７０体積（ｖｏｌ）％であり、かつ表面硬さがＨｖ６００以上の鋼材からなることを特徴
とする転がり軸受である。
【０００６】
  また、第２の発明は、
  転動体と当該転動体が転動する軌道輪とを有する転がり軸受であって、前記転動体また
は軌道輪の少なくとも１つが、Ｃ：０．２～０．５質量（ｍａｓｓ）％、Ｓｉ：０．２～
１．０質量（ｍａｓｓ）％、Ｍｎ：０．３～２．０質量（ｍａｓｓ）％、Ｃｒ：０．２～
１．２質量（ｍａｓｓ）％、Ｎｉ：３．５質量％以下、Ｍｏ：１．０質量％以下、Ｏ：０
．００１５質量（ｍａｓｓ）％以下、および不可避的不純物を含む鋼材からなることを特
徴とする発明１の転がり軸受である。
  このような構成によれば、水素を効率的にトラップすることができるため、水素含有量
が多い環境下であっても、水素による疲労寿命低下を効果的に防止することができる。ま
た高価なクロムを大量に添加していないため、材料コストも低く抑えることが可能となり
、経済的である。
【０００７】
  第１の発明においては、鋼材表面の残留オーステナイト量が、４５～７０体積（ｖｏｌ
）％であり、通常の軸受材料よりも多くなっている。残留オーステナイトは、水素が鋼材
中に侵入した場合に水素を強くトラップ（捕捉）し、無害化するので、水素による転動疲
労寿命の低下を抑制することができる。また、水素が多量に発生して鋼材中に多量に侵入
するような条件下においても残留オーステナイト量が多いので、長期に亘って転動疲労寿
命の低下を抑制し続けることができる。さらに残留オーステナイトを多量に含む鋼材は、
鋼材中の拡散係数が小さくなる。従って、水素が、剪断応力が高い領域や介在物の周囲な
どの応力集中部に集積し難くなるため、破壊起点が早期に形成されず、転動疲労寿命の低
下を抑制することができる。
【０００８】
  ここで、第１の発明において、「残留オーステナイト量が４５～７０体積（ｖｏｌ）％
」と規定したのは、残留オーステナイト量が４５体積％未満であると上記の効果が得られ
ず、反対に６５体積％を越えると、残留オーステナイトはマルテンサイトと比較して硬さ
が低いので表面硬さが低下し、転動疲労寿命が低下するからである。そして、この表面硬
さは高いほうが母材の転動疲労強度が高くなって好ましいことから、残留オーステナイト
量は４５～７０体積％の範囲にする必要があり、より好ましくは残留オーステナイトの水
素による転動疲労寿命低下を抑制する効果と、表面硬さのバランスを考慮すると、表面の
残留オーステナイト量は、５０～６５体積％の範囲である。なお、芯部の残留オーステナ
イト量は、軸受の寸法安定性に影響を与える因子であることから、その量が５体積％を越
えると寸法安定性が低下する場合がある。従って、好ましくは芯部の残留オーステナイト
量は、５体積％以下である。
【０００９】
  また、第１の発明において、「表面硬さがＨｖ６００以上」と規定したのは、残留オー
ステナイトの水素による転動疲労寿命低下を抑制する効果と、表面硬さのバランスを考慮
したためである。すなわち、表面硬さが高いほうが母材の転動疲労強度が高くなり、好ま
しいが、残留オーステナイトが多くなると不可避的に硬さは低くなる傾向にある。表面硬
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さがＨｖ６００未満であると、残留オーステナイト量を多くして水素による転動疲労寿命
低下を抑制する効果が大きくても、それ以上に母材の転動疲労強度が低下してしまうから
である。従って、母材の表面硬さはＨｖ６００以上必要であり、より好ましくは、母材の
転動疲労寿命を向上させるため、表面硬さはＨｖ６５０以上である。
【００１０】
  また、第１の発明において、「浸炭あるいは浸炭窒化によって表面の窒素の炭素との合
計濃度（Ｎ＋Ｃ）が１．０質量％以上」と規定したのは、表面の残留オーステナイト量お
よび表面の硬さを高くするためである。すなわち、表面の窒素と炭素は、熱処理時に高温
に保持する際に母材に固溶し、焼入れ後の表面の残留オーステナイト量と表面の硬さに大
きな影響を与える因子であり、表面の窒素と炭素の合計濃度が高いほうが表面の残留オー
ステナイト量および表面の硬さが高くなるからである。そして、表面の窒素と炭素の合計
濃度が１．０質量％未満であると、表面の残留オーステナイト量と表面の硬さを本発明で
規定する範囲とすることができない。従って、表面の窒素と炭素の合計濃度を１．０質量
％以上とし、より好ましくは炭素だけでなく、窒素が固溶したほうが表面の残留オーステ
ナイト量と表面の硬さを同時に高く保持することが可能であるので、浸炭窒化によって表
面の窒素濃度を０．１質量％以上、さらに好ましくは０．３質量％以上とする。
【００１１】
  一方、第２の発明において、「Ｃ：０．２～０．５質量％」と規定したのは、処理時間
の短縮と寸法安定性のためである。すなわち、Ｃ（炭素）は、焼入れによって基地に固溶
し転がり軸受として必要な硬さを向上させる効果と、残留オーステナイトを生成させる効
果がある元素である。合金鋼中の炭素量が０．２重量％未満であると表面の炭素濃度を向
上させるために、浸炭あるいは浸炭窒化に長い時間を要する。また、軸受芯部の炭素量が
少なすぎると芯部強度が不足する場合がある。反対に炭素量が５重量％を超えると焼入れ
焼戻し後の芯部の残留オーステナイトが多くなるため、軸受全体の残留オーステナイト量
が多くなり、寸法安定性が低下するおそれがある。従って、炭素量は、０．２～０．５質
量％の範囲とする必要があり、より好ましくは品質の安定性を考慮して０．３～０．４質
量％である。
【００１２】
  また、第２の発明において、「Ｓｉ：０．２～１．０質量％」と規定したのは、焼入れ
性などの向上と良好な浸炭あるいは浸炭窒化処理を実現するためである。すなわち、Ｓｉ
（珪素）は、基地に固溶して焼入れ性を向上させるとともに焼戻し軟化抵抗性を向上させ
る。また、基地組織を強化し、転がり寿命を向上させる。このＳｉ量が０．２重量％未満
であると、前記の効果が得られず、反対に１．０質量％を超えると浸炭あるいは浸炭窒化
処理の際には炭素の侵入を阻害する。従って、Ｓｉ量は、０．１～１．０質量％の範囲と
する必要があり、より好ましくは品質の安定性を考慮して０．２～０．５質量％である。
【００１３】
  また、第２の発明において、「Ｍｎ：０．３～２．０質量％」と規定したのは、焼入れ
異性の向上と転がり軸受として必要な硬さを確保するためである。すなわち、このＭｎ（
マンガン）は、基地に固溶して焼入れ性を向上させる効果がある。さらに本発明では重要
な表面の残留オーステナイトの形成を助ける効果もある。０．３質量％未満になると前記
効果が得られず、反対に２．０質量％を超えると残留オーステナイトの量が過多になり、
転がり軸受として必要な硬さが得られない。従って、Ｍｎ量は、０．３～２．０質量％の
範囲にする必要があり、より好ましくは品質の安定性を考慮して０．５～１．２質量％と
する。
【００１４】
  また、第２の発明において、「Ｃｒ：０．２～１．２質量％」と規定したのは、焼入れ
性や耐食性などの向上と耐摩耗性の向上を図るためである。すなわち、Ｃｒ（クロム）は
、基地に固溶して焼入れ性、耐食性などを向上させるとともに、炭素と結合して鋼中に硬
い炭化物を形成し、耐摩耗性を向上させる役割がある。Ｃｒ量が０．２質量％未満である
と全機能効果が得られず、反対に１．２質量％を超えると冷間加工性、被切削性が低下す
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る。従って、Ｃｒ量は０．２～１．２質量％の範囲にする必要がある。
【００１５】
  また、第２の発明において、「Ｎｉ：３．５質量％以下」と規定したのは、焼入れ性な
どの向上と残留オーステナイト量の適正化のためである。すなわち、Ｎｉ（ニッケル）は
、基地に固溶して、焼入れ性、耐食性などを向上させるとともに、残留オーステナイトの
形成を促進する元素であるため、選択的に添加する。しかし、Ｎｉ量が３．５質量％を超
えると残留オーステナイトが過多になるため、Ｎｉ量が３．５質量％以下とする必要があ
る。
【００１６】
  また、第２の発明において、「Ｍｏ：１．０質量％以下」と規定したのは、焼入れ性な
どを向上と、良好な加工性を確保するためである。すなわち、Ｍｏ（モリブデン）は、基
地に固溶して、焼入れ性および焼戻し軟化抵抗性を向上させる。また、鋼中に硬い炭化物
を形成し、耐摩耗性および転がり寿命を向上させる効果があるため、選択的に添加する。
しかしながら、１．０質量％を超えると、冷間加工性、被切削性が低下する。
【００１７】
  また、第２の発明において、「Ｏ：０．００１５質量％以下」と規定したのは、転動疲
労寿命の低下を回避するためである。すなわち、Ｏ（酸素）は、鋼中でＡｌ２０３などの
酸化物を形成し、転動疲労破壊の起点となる場合があり、その量が０．００１５質量％を
超えると転動疲労寿命が低下するので０．００１５質量％以下に抑える必要がある。
　また、通常の鋼には、前記の合金元素以外にもＰ（リン）、Ｓ（硫黄）、Ａｌ（アルミ
）などの多種の不可避的不純物を含んでいるが、これらの不純物が多くなると寿命に悪影
響を与える場合があるので、少ないほうが好ましい。
【００１８】
  また、本発明の転がり軸受を構成する転動体や軌道輪には、ＳＵＪ２やＳＵＪ２に浸炭
窒化をしたもの、あるいはマルテンサイト系ステンレス鋼を用いることができる。水素の
発生量が多い使用条件下ではマルテンサイト系ステンレス鋼を含有するＣｒが、水素によ
る転動疲労寿命の低下を抑制するため、好ましくはＣｒを１２～１８質量％含むマルテン
サイト系ステンレス鋼を用いる。
【発明の効果】
【００１９】
  本発明によれば、水素を効率的にトラップすることができるため、水素含有量が多い環
境下であっても、水素による疲労寿命低下を効果的に防止することができる。また、高価
なクロムを大量に添加していないため、材料コストも低く抑えることが可能となり、経済
的である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　次に、本発明に係る転がり軸受１００の実施の一形態を添付図面を参照しながら詳細に
説明する。
　図１は、本発明に係る転がり軸受１００の１つであるスラスト軸受の構成を示す一部破
断斜視図である。
  図示するようにこの転がり軸受１００は、座金状をした上下一対の軌道輪１０，１０と
の間に、球状の転動体（玉）２０を複数、保持器３０によって等間隔かつ回転自在に配設
した構造となっている。
【００２１】
　そして、例えばこの軌道輪１０，１０のうち、上方の軌道輪１０に図示しない軸を取り
付けるとともに、下方の軌道輪１０を図示しないハウジングなどに取り付けた状態で各転
動体（玉）２０を各軌道輪１０，１０の軌道面１０ａ、１０ａに沿って転動させることで
前記軸をハウジングに回転自在に支持するようになっている。
　このような構成をした本発明の転がり軸受１００にあっては、前記各転動体２０，２０
…または軌道輪１０，１０の少なくとも１つが、浸炭あるいは浸炭窒化によって表面のＮ
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とＣとの合計濃度が１．０質量％以上であり、かつ表面の残留オーステナイト量が４５～
７０体積％であり、かつ表面硬さがＨｖ６００以上の鋼材から構成されている。
【００２２】
  また、このような表面残留オーステナイト量および表面硬さを実現するためには、Ｃ：
０．２～０．５質量％、Ｓｉ：０．２～１．０質量％、Ｍｎ：０．３～２．０質量％、Ｃ
ｒ：０．２～１．２質量％、Ｎｉ：３．５質量％以下、Ｍｏ：１．０質量％以下、Ｏ：０
．００１５質量％以下、および不可避的不純物を含む鋼材が用いられている。
　ここで、このような構成をした本発明の転がり軸受１００の製造方法としては、特に限
定されるものではないが、例えば以下の製造工程によって得ることができる。
【００２３】
　先ず、前記のような成分を含む鋼材を鍛造および切削によって、あるいは切削のみによ
って軌道輪形状に加工する。次に、熱処理炉などを用いてその加工品に対して浸炭あるい
は浸炭窒化処理、焼入れおよび焼戻しを行い、その熱処理品表面に残留オーステナイトを
含有する硬化層を形成される。この浸炭処理の条件としては、雰囲気としてＲＸガスおよ
びエンリッチガスの混合ガスを用いて９００～９６０℃で所定の時間保持した後、空冷あ
るいは油冷することによって行う。一方、浸炭窒化処理の条件は、雰囲気としてＲＸガス
、エンリッチガスおよびアンモニアガスの混合ガスを用いて９００～９６０℃で所定時間
保持した後、空冷あるいは油冷することによって行う。その後の焼入れは、８６０～９２
０℃で保持し、油冷によって行う。
【００２４】
　その後、その熱処理品の研磨加工を行って前記軌道輪１０，１０を仕上げた後、所定の
合金成分を含む転動体２０と保持器３０と図示しないシールとを組み合わせることで本発
明の転がり軸受１００を製造することができる。なお、転動体の形状は、転がり軸受の形
式によって図１に示すような玉（ボール）の場合ところの場合がある。
　そして、このような構成をした本発明の転がり軸受１００にあっては、以下の実施例か
らもわかるように、水素を効率的にトラップすることができるため、水素含有量が多い環
境下であっても、水素による疲労寿命低下を効果的に防止することができる。また、高価
なクロムを大量に添加していないため、材料コストも低く抑えることが可能となり、経済
的である。
【実施例】
【００２５】
　次に、本発明の具体的実施例について説明する。
  以下の表１に示すＡ～Ｊの鋼材を用いて前記の方法で浸炭窒化処理を行い、スラスト軸
受５１３０５の軌道輪を製作した。鋼材ＪはＳＵＪ２に相当する。その後、製作した軌道
輪をスラスト軸受の上レースとして用い、これに市販のＳＵＪ２製の下レースと表１の鋼
種Ｋ～Ｍからなるボールを組み合わせてスラスト軸受形式の試験軸受を作製した。ボール
に用いた鋼種ＫはＳＵＪ２に相当する。
【００２６】



(7) JP 2009-204076 A 2009.9.10

10

20

30

40

【表１】

【００２７】
　そして、製作した上レースの炭素と窒素の合計濃度（Ｃ＋Ｎ）はＥＰＭＡで測定し、表
面および芯部の残留オーステナイト量はＸ線解析装置で測定し、その測定結果を以下の表
２に示す。表２は、上レースの鋼材の種類、表面のＣ＋Ｎ濃度、表面の硬さ、表面の芯部
の残留オーステナイト量および転動体材料を示す。
  また、製作したスラスト玉軸受を用いて以下の試験条件で転動疲労試験を行い、累積破
損確率が５０％となる寿命（Ｌ５０寿命）を求めた。
＜試験条件＞
・面圧：３．１ＧＰａ
・回転数：１０００ｍｉｎ－１
・潤滑油：ＩＳＯ－ＶＧ６８
【００２８】
　水素による転動疲労寿命の低下への影響を調べるために、製作した下レース用軌道輪に
は、試験前に鋼中に水素を侵入させるための水素チャージを行った。水素チャージには、
質量％チオシアン酸アンモニウム水溶液に、下レース用軌道輪を２４時間浸漬させること
によって行った。
　試験結果を表２に併記する。表２の寿命比は、比較例１のＬ５０寿命を１．０として表
している。比較例１０は、軌道輪に鋼種Ｊを用いている。鋼種Ｊは軸受に一般に用いられ
るＳＵＪ２に該当する化学成分を有している。
【００２９】
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【表２】

【００３０】
　この結果、表２からもわかるように本発明の転がり軸受１００に対応する実施例１～９
は、浸炭あるいは浸炭窒化によって、表面のＣ＋Ｎ量、表面の残留オーステナイト量およ
び表面の硬さが本発明で規定する範囲内になっているため、水素による転動疲労寿命の低
下が抑制されており、寿命が長い。
　特に実施例１～３および５～７は、浸炭窒化処理がなされ、表面の残留オーステナイト
量および表面の硬さがより好ましい範囲にあるので、非常に寿命が長く、比較例１０の５
倍以上の試験時間においても疲労損傷がなかったため、試験を打ち切った。
　これに対し、比較例１０は、鋼材にＳＵＪ２を用いると共に、浸炭あるいは浸炭窒化処
理をしておらず、表面の残留オーステナイト量が本発明で規定する範囲より小さいため、
寿命が短い。
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【００３１】
　また、比較例１１は、鋼材にＳＵＪ２を用いており、浸炭窒化処理をしているが、表面
の残留オーステナイト量が本発明で規定する範囲より小さいため、寿命が短い。
　また、比較例１２および１３は、鋼材は本発明に係る実施例と同様なものを用いている
が、焼入れ焼戻し条件が好適でなかったため、表面の残留オーステナイト量が本発明で規
定する範囲より小さいため、寿命が短い。
　また、比較例１４および１５は、鋼材は本発明に係る実施例と同様なものを用いている
が、焼入れ焼戻し条件が好適でなかったため、表面の残留オーステナイト量が本発明で規
定する範囲より大きいため、表面の硬さの低下が生じており、寿命が短い。
【００３２】
  次に、図２は表面の残留オーステナイト量と寿命比の関係を示したものである。
　図示するように表面の残留オーステナイト量を本発明で規定する範囲にすることによっ
て、水素による転動疲労寿命の低下が抑制され、長寿命になっている。また、表面の残留
オーステナイト量が５０～５６体積％の範囲は、特に寿命が長くなり、より好ましい。
　なお、本実施例は、スラスト型の転がり軸受の例を示したものであるが、本発明は深溝
玉軸受、アンギュラ玉軸受などの各種の玉軸受、および円筒ころ軸受、円錐ころ軸受、自
動調心ころ軸受などの各種のころ軸受においても同様な作用・効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に係る転がり軸受１００の実施の一形態を示す一部破断斜視図である。
【図２】表面の残留オーステナイト量と寿命比の関係を示すグラフ図である。
【符号の説明】
【００３４】
  １００…転がり軸受
　１０…軌道輪
　１０ａ、１０ａ…軌道面
　２０…転動体
　３０…保持器
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